
○
中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
経
営
革
新
等
支
援
業
務
を
行
う
者
の
認
定
等
に
関
す
る
命
令
（
平
成
二

十
四
年
内
閣
府
・
経
済
産
業
省
令
第
六
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
経
営
革

中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
第

新
等
支
援
業
務
を
行
う
者
の
認
定
等
に
関
す
る
命
令

一
項
に
規
定
す
る
経
営
革
新
等
支
援
業
務
を
行
う
者
の
認
定
等
に
関

す
る
命
令

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
命
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
中
小
企
業
等
経
営
強
化

第
一
条

こ
の
命
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
中
小
企
業
の
新
た
な
事

法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使

用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
認
定
経
営
革
新
等
支
援
機
関
）

（
認
定
経
営
革
新
等
支
援
機
関
）

第
二
条

主
務
大
臣
は
、
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
認
定
の
申
請
を
し
た
者

第
二
条

主
務
大
臣
は
、
法
第
十
七
条
第
一
項
の
認
定
の
申
請
を
し
た
者
が

が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と

次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き

き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

基
本
方
針
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

一

基
本
方
針
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

二

次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
（
法
人
に
あ

二

次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
（
法
人
に
あ

っ
て
は
、
そ
の
人
的
構
成
に
照
ら
し
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て

っ
て
は
、
そ
の
人
的
構
成
に
照
ら
し
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て

い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。
）
。

い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。
）
。

イ

税
務
、
金
融
及
び
企
業
の
財
務
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
を
有
し

イ

税
務
、
金
融
及
び
企
業
の
財
務
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
を
有
し

て
い
る
こ
と
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ

る
こ
と
。

る
こ
と
。

ロ

中
小
企
業
等
に
対
す
る
支
援
に
関
し
、
経
営
革
新
等
支
援
業
務
に

ロ

中
小
企
業
に
対
す
る
支
援
に
関
し
、
経
営
革
新
等
支
援
業
務
に
係

係
る
一
年
以
上
の
実
務
経
験
を
含
む
三
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
し

る
一
年
以
上
の
実
務
経
験
を
含
む
三
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
し
て

て
い
る
こ
と
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ

い
る
こ
と
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
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る
こ
と
。

こ
と
。

三

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

三

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

イ

成
年
被
後
見
人
若
し
く
は
被
保
佐
人
又
は
外
国
の
法
令
上
こ
れ
ら

イ

成
年
被
後
見
人
若
し
く
は
被
保
佐
人
又
は
外
国
の
法
令
上
こ
れ
ら

と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
者

と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
者

ロ

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者
又
は
外
国
の

ロ

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者
又
は
外
国
の

法
令
上
こ
れ
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
者

法
令
上
こ
れ
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
者

ハ

禁
錮
以
上
の
刑
（
こ
れ
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
に
よ
る
刑
を
含

ハ

禁
錮
以
上
の
刑
（
こ
れ
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
に
よ
る
刑
を
含

む
。
）
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る

む
。
）
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る

こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

ニ

法
の
規
定
に
違
反
し
、
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終

ニ

法
の
規
定
に
違
反
し
、
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終

わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経

わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経

過
し
な
い
者

過
し
な
い
者

ホ

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

ホ

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（

三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（

以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。
）
又
は
暴
力
団
員
で
な
く
な
っ
た
日

以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。
）
又
は
暴
力
団
員
で
な
く
な
っ
た
日

か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
（
以
下
「
暴
力
団
員
等
」
と
い
う
。
）

か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
（
以
下
「
暴
力
団
員
等
」
と
い
う
。
）

ヘ

法
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消

ヘ

法
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し

し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

ト

法
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
役
員
の
う
ち
に
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
う
ち
い

ト

法
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
役
員
の
う
ち
に
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
う
ち
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の

ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の

チ

暴
力
団
員
等
が
そ
の
事
業
活
動
を
支
配
す
る
者

チ

暴
力
団
員
等
が
そ
の
事
業
活
動
を
支
配
す
る
者

２

法
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ

２

法
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う

う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
に
よ
る
申
請
書
に
、
第
二
条
第
一
項
第
二
号

と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
、
第
二
条
第
一
項
第
二
号
及

及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し

び
第
三
号
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て

て
、
経
済
産
業
大
臣
又
は
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

、
経
済
産
業
大
臣
又
は
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。
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３

前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
す
る
者
は
、
そ

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
す
る
者
は
、
そ

の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
を
経
由
し
て
提

の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
を
経
由
し
て
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
す
る
者
は
、

４

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
す
る
者
は
、

そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
福
岡
財
務
支
局

そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
福
岡
財
務
支
局

の
管
轄
す
る
区
域
（
財
務
事
務
所
の
管
轄
す
る
区
域
を
除
く
。
）
に
あ
っ

の
管
轄
す
る
区
域
（
財
務
事
務
所
の
管
轄
す
る
区
域
を
除
く
。
）
に
あ
っ

て
は
福
岡
財
務
支
局
長
と
し
、
財
務
事
務
所
、
小
樽
出
張
所
又
は
北
見
出

て
は
福
岡
財
務
支
局
長
と
し
、
財
務
事
務
所
、
小
樽
出
張
所
又
は
北
見
出

張
所
の
管
轄
す
る
区
域
に
あ
っ
て
は
当
該
財
務
事
務
所
長
又
は
出
張
所
長

張
所
の
管
轄
す
る
区
域
に
あ
っ
て
は
当
該
財
務
事
務
所
長
又
は
出
張
所
長

と
す
る
。
）
を
経
由
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
中
小

と
す
る
。
）
を
経
由
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
中
小

企
業
等
経
営
強
化
法
施
行
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
二
百
一
号
）
第
十
四

企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
一
年

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
も
の
が
提
出
す
る
申

政
令
第
二
百
一
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
が
指

請
書
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

定
す
る
も
の
が
提
出
す
る
申
請
書
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
名
称
等
の
変
更
の
届
出
）

第
三
条

認
定
経
営
革
新
等
支
援
機
関
は
、
法
第
二
十
一
条
第
四
項
の
規
定

（
新
設
）

に
よ
る
届
出
を
す
る
と
き
は
、
様
式
第
二
に
よ
る
届
出
書
を
主
務
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
軽
微
な
変
更
）

（
軽
微
な
変
更
）

第
四
条

法
第
二
十
一
条
第
四
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、

第
三
条

法
第
十
七
条
第
四
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
経

経
営
革
新
等
支
援
業
務
の
統
括
責
任
者
又
は
当
該
統
括
責
任
者
を
補
佐
す

営
革
新
等
支
援
業
務
の
統
括
責
任
者
又
は
当
該
統
括
責
任
者
を
補
佐
す
る

る
者
以
外
の
者
の
変
更
と
す
る
。

者
以
外
の
者
の
変
更
と
す
る
。


